
学術大会運営資金貸付規程 

（目的） 

第 1条 この規程は、公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロック協議会が開催する学術 

 大会の円滑な運営を図ることを目的に、運営資金の貸付けについて必要な事項を定める。 

 

（貸付対象者） 

第 2条 運営資金の貸付けを受けることができる者は、東北理学療法学術大会長とする。 

 

（貸付けの申請） 

第 3条 運営資金の貸付けを受けようとするときは、学術大会運営資金貸付金申請書を理事 

 会に提出しなければならない。 

 

（貸付けの承認） 

第 4条 運営資金の貸付けの決定は、理事会の承認により行う。 

 

（貸付金の振込） 

第 5条 貸付金は、事務局が申請書に指定した口座へ振り込む。振込手数料は公益社団法人 

 日本理学療法士協会東北ブロック協議会が負担する。 

 

（貸付期間） 

第 6条 貸付金の返還期限は貸付けと同一年度内とする。 

 

（貸付利息） 

第 7条 貸付金には利息を付さない。 

 

（貸付金の返還） 

第 8条 学術大会長は、運営資金貸付の既受領額の全額を、事務局の指定する口座に振り込 

むことにより返還する。ただし、振込手数料は公益社団法人日本理学療法士協会東北ブロ 

ック協議会が負担することとし、既受領額から振込手数料を減じた金額を指定の口座に振 

り込む。 

 

（雑則） 

第 9条 この規程に定めていない事項については、理事会の決議によるものとする。 

第 10条 この規程の改廃は理事会が行う。 

 

附則 この規程は、平成28年 11月 11日から施行する。 



学術大会運営資金貸付申請書 

 

公益社団法人日本理学療法士協会 

東北ブロック協議会 

会長         様 

                         

 私は、学術大会運営資金貸付金規程に基づき、下記のとおり貸付を受けたく申請いたしま

す。 

 

申請日 平成  年  月  日 

所属 
第 回東北理学療法 

学術大会準備委員会      
氏名  

事 由 第 回東北理学療法学術大会運営資金として 

借入希望額 円 希望借入日 平成  年  月  日 

振 込 先 

 

銀行名 ： 

支店名 ： 

口座種別： 

口座番号： 

名義  ： 

 

金 利 0％とする 

返 済 計 画 

１．一括返済 

① 平成  年  月頃下記口座へ振込 

 【振込先】 

 銀行名 支店名  

 種別  口座番号  

 名義 

備 考  

 

 会長 事務局長 会計担当 

   


